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新潟市教育委員会 平成１８年３月 定例会会議録 

日 時 平成１８年３月１７日（金） 午後２時００分 

場 所 市役所 第２分館 ３階 教育委員会室 

髙 山 委員長  

白 勢 委 員  

山 田 委 員  

小 池 委 員  

出席委員 
（５名） 

佐 藤 教育長 

欠席委員 

 

職・氏 名 職・氏 名 

学 校 教 育 部 長 加 藤 三 郎
小 須 戸 
教 育 事 務 所 長 田  沢  広  一

生 涯 学 習 部 長 佐  藤  信  幸 横越教育事務所長 神 田  弘

総 務 課 長 眞 島 幸 平 亀田教育事務所長 石  澤  正  明

学 務 課 長 遠  藤  良  二 岩室教育事務所長 山  上  光  男

施 設 課 長 関  尚 久 西川教育事務所長 市  橋   勝

学 校 指 導 課 長 伊 藤  充 味方教育事務所長 星  野  昭  生

保 健 給 食 課 長 片 田 幹 博 潟東教育事務所長 斉 藤 丈 男

生 涯 学 習 課 長 八 木 秀 夫 月潟教育事務所長 登  石  純  一

青 少 年 課 長 伊 田 千 代 子
中 之 口 
教 育 事 務 所 長 宮  本  周  英

体 育 課 長 渡 辺  茂 巻教育事務所長 近 藤 義 衛

新 津 教 育 事 務
生 涯 学 習 課 長

羽 生 隆 夫 総 務 課 長 補 佐 斎 藤  仁

白根教育事務所長 櫻  井  文  一 総 務 係 長 大 井  聡

会議に出席 
した職員 

（２６名） 

豊栄教育事務所長 吉  川  剛  史 総 務 課 主 事 山 際 幸 太

 その他の 
出席者 
（ 名）  
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時  刻 午後 ２時００分 
開会 

宣 言 者 委員長 

議案番号 件       名 

 （１）委員長の選挙について 選挙 

 （２）委員長職務代理者の指定について 

議案番号 件       名 

議案第５４号 新潟市教育委員会組織規則の一部改正について 

議案第５５号 新潟市教育委員会公印規則の一部改正について 

議案第５６号 新潟市教育財産管理規則の一部改正について 

議案第５７号 教育委員会の事務の補助執行について 

議案第５８号 

人事案件について 
・事務局及び機関の人事について 
・市立幼稚園の園長及び市立高等学校の校長の人事

について 

議案第５９号 
教育長の専決処理について 
・県費負担教職員である校長の人事内申について 

付議事件 
（７件） 

議案第６０号 
教育長の専決処理について 
・訴えの提起について 

記  号 件       名 

  

  

報告 
（ 件） 

  

記  号 件       名 その他 
（ 件）   
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第１ 開会宣言 
○委員長 午後２時００分開会を宣言する。 

 
 
 

第２ 会議録署名委員の指名 
○委員長 白勢，小池両委員を指名。 

 
 
 

（教育委員の再任について報告） 
○総務課長 ３月３１日で任期満了となる髙山委員の再任について，３月１

４日の本会議において，議会の同意をいただいたことを報告。

 
第３ 選挙  
○委員長 委員長の選挙について，説明を求める。 

 
○総務課長 委員長の任期が３月３１日で終了することから行うもので，教

育委員会規則により，原則として在任委員の全員が出席の会議

で無記名投票で行い，有効投票の過半数を得た者を当選人とし，

任期は４月１日から翌年３月３１日までの１年間とする旨を説

明。 
 

 （投票） 
 

○事務局 髙山委員４票，山田委員１票の選挙結果を発表，髙山委員長が

委員長に再任された旨，報告する。 
 

○委員長 委員長職務代理者の指定について，説明を求める。 
 

○総務課長 委員長職務代理者の指定は，教育委員会規則により，在任委員

の３分の２以上が出席の会議で，無記名投票で行い，有効投票

の最多数を得た者を，委員長職務代理者とし，指定に期間は次

の委員長の選任のときまでとなっている旨を説明。 
 

 （投票） 
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○事務局 山田委員４票，小池委員１票の選挙結果を発表，山田委員が委

員長職務代理者に選任された旨，報告する。 
 

○髙山委員長 （あいさつ） 
 

○山田委員 （あいさつ） 
 

第４ 付議事件  
○委員長 議案第５４号を上程，説明を求める。 

 
○総務課長 議案第５４号新潟市教育委員会組織規則の一部改正について，

資料に基づき説明。 
【説明概要】 
平成１８年度の組織改正に伴い改正する教育委員会組織規則の

改正内容について説明。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○山田委員 教職員課が新しくできるわけですが，管理主事は何人になりま

すか。 
 

○総務課長 予定では，課全体で１４人程度を考えております。その中には

給与関係で県のほうに派遣している職員を２人含んでいます。

管理主事は，８人程度を予定しています。 
 

○委員長 学校指導課は人数が減るのですか。 
 

○総務課長 管理主事の分は減りますけれども，今回体力の関係，生徒指導

の関係で強化しようということで，ビジョンで力を入れるとこ

ろもありますので，若干人数は減りますが，大きくは変わらな

い予定です。 
 

○委員長 教職員課に移ることになっている学校管理運営に関することや

学校教職員の研修に関することは，学校指導課のような気もし

ますが，この辺はどう考えればよいのですか。 
 

○学校指導課長 学校の管理運営ですが，学校管理と指導の両方が協力しあって

やっていくのが主でありますが，一般的に学校の管理運営とい
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いますと校長がする仕事になりますので，それを所掌する教職

員課が行います。実際には，学校指導課の指導主事といっしょ

に仕事をする場合が多いわけです。研修につきましては，教職

員の研修の基本部分を束ねるのが教職員課でありまして，その

教職員課の基本方針に基づきまして，学校指導課や総合教育セ

ンターが具体的には研修を進めることになります。 
 

○委員長 教育政策監は組織図上どこに入るのですか。 
 

○総務課長 選考の途中で，課長級なのか，部長級なのか人により決まると

いうことですので，なかなか難しいのですが，部長級であれば

実質３部長，課長級であれば生涯学習部の中の課長ということ

になります。 
 

○委員長 ほかに質問，意見を求め，全員異議なく可決する。 
 

○委員長 議案第５５号を上程，説明を求める。 
 

○総務課長 議案第５５号新潟市教育委員会公印規則の一部改正について，

資料に基づき説明。 
【説明概要】 
黒埼市民会館に係る公印の規定を新設することに伴う改正につ

いて説明。 
 

○委員長 質問，意見を求め，全員異議なく可決する。 
 

○委員長 議案第５６号を上程，説明を求める。 
 

○総務課長 議案第５６号新潟市教育財産管理規則の一部改正について，資

料に基づき説明。 
【説明概要】 
山の家の廃止に伴う改正について説明。 
 

○委員長 質問，意見を求め，全員異議なく可決する。 
 

○委員長 議案第５７号を上程，説明を求める。 
 

○総務課長 議案第５７号教育委員会の事務の補助執行について，資料に基
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づき説明。 
【説明概要】 
葛塚中学校の施設開放に関する事務の補助執行について，資料

に基づき説明。 
 

○委員長 質問，意見を求め，全員異議なく可決する。 
 

○委員長 議案第５８号及び議案第５９号について，人事案件のため非公

開とし，会議の最後に審議したいと思います。 
 

○全委員 全員異議なく了承する。 
 

○委員長 議案第６０号を上程，説明を求める。 
 

○歴史文化課長 議案第６０号教育長の専決処理について，資料に基づき説明。

【説明概要】 
２月議会に提案した訴えの提起の議案（古津八幡山遺跡の関係）

について，資料に基づき説明。 
 

○委員長 質問，意見を求める。 
 

○山田委員 ここの土地は，被告とする者以外の人も持っていたのですか。

 
○歴史文化課長 はい，そうです。 

 
○山田委員 その方たちは，同意をして，すでに譲っているわけですか。 

 
○歴史文化課長 現在は新潟市の登記になっています。 

 
○山田委員 周りの人は全部同意して土地を譲っているのに，この方だけは

売らないということですが，この方はいったいどういう人なの

ですか。 
 

○歴史文化課長 被告とする人自身の詳細につきましては，分かりませんが，他

の方からは不動産鑑定による金額で譲っていただいています。

しかし，この方からは了解がなかなか得られず，市の顧問弁護

士と相談をした結果，訴えの提起をいたしました。 
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○委員長 資料の赤い箇所が共有地で，このうちの３０平方メートルが相

手方の持分なわけですね。 
 

○歴史文化課長 共有ですのでこの土地の全体を市と相手方が共有しておりま

す。相手方の持分割合が２，６２５分の２１ですので，計算す

ると約３０平方メートルとなります。 
 

○委員長 同意しない理由は何ですか。 
 

○歴史文化課長 所有権に対する気持ちが強いのかと思われます。 
 

○委員長 相手との間に価格で開きがあるのですか。 
 

○歴史文化課長 開きがあります。 
 

○委員長 
 

裁判での見込みはどうなのですか。 

○歴史文化課長 一般的な民事訴訟でして，共有権を持つものは相手方に請求で

きるのですが，相手が納得しない場合に裁判によって最低で分

割をするということになるかと思います。 
 

○小池委員 これまでも何度か交渉を重ねた上での結果ですし，他の地権者

の方がすべて市の提案で譲ってもらっていることからも，この

訴えを提起することについては，妥当なのではないかと思いま

す。 
 

○委員長 相手方の同意がないと史跡整備ができないわけですね。 
 

○歴史文化課長 国の文化財に指定をする場合は所有者の同意が必要ですので，

その同意がありませんと史跡の指定ですとか，発掘調査等でき

ないことになります。 
 

○委員長 ほかに質問，意見を求め，全員異議なく可決する。 
 

  
第５ 次回日程  
○委員長 次回の日程について説明を求める。 
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○総務課長 ３月臨時会は３月３０日（木）午後２時から，４月定例会は４

月１１日（火）午後３時から，５月定例会は５月１５日（月）

午後２時からでお願いしたい。 
 

○全委員 全員異議なく了承する。 
 
 

第６ 閉会宣言  
○委員長 午後２時５０分，閉会を宣言する。 

 
 

以上，会議のてん末を承認し，署名する。 
  

署名委員  
  

署名委員  
  
 


